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主 な 記 事

１面
県議会市町村議会へ請願
歯周疾患　冠動脈硬化、インスリン抵抗性
と関連の可能性

２面
保団連夏季セミナーに参加して
第111回東北ブロック会議
TPP意見

３面
子どもの医療費助成・拡大自治体広がる
子どもの医療費助成制度の実施状況
市民向け健康教室開催

４面
基金・病名漏れのレセ　再審査請求が可能に、国保連へ
要請道理ある運用求め、社保だより、東日本大震災被災
者の医療費窓口負担金免除継続等を求める決議、味処

　
「
国
際
平
和
に
対
す
る
犯

罪
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？
人

道
に
対
す
る
犯
罪
、
戦
争
犯

罪
、
集
団
殺
害
犯
罪
（
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
）、
侵
略
犯
罪
。
こ

の
４
つ
の
「
国
際
平
和
に
対

す
る
犯
罪
」
は
、
第
二
次
大

戦
後
に
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
犯
罪
規
定
は
す
べ

て
の
犯
罪
行
為
を
網
羅
す
る

超
越
法
と
し
て
す
べ
て
の
法

の
上
に
た
ち
ま
す
。
そ
の
他

の
法
は
す
べ
て
こ
れ
に
準
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

ポ
リ
ー
・
ヒ
ギ
ン
ズ
は
Ｔ

Ｅ
Ｄ
ｘ
イ
ベ
ン
ト
で
「
５
番

目
の
平
和
に
対
す
る
犯
罪
」

を
主
張
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

〝
エ
コ
サ
イ
ド
〟
で
す
。
尊
敬

さ
れ
る
べ
き
は
す
べ
て
の
生

命　

地
球
の
す
べ
て
の
住
民

で
す
。

　
〝
エ
コ
サ
イ
ド
〟
は
生
態
系

破
壊
犯
罪
の
こ
と
で
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
住
民
の
平
穏
な

営
み
が
甚
だ
し
く
損
な
わ
れ

ま
す
。

　

す
べ
て
の
国
に
何
ら
か
の

方
法
で
他
国
を
支
援
す
る
と

い
う
法
的
﹃
注
意
義
務
﹄
を

課
す
国
際
法
を
つ
く
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
世

界
の
裏
側
の
国
と
も
運
命
共

同
体
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に

…
、国
際
刑
事
司
法
で
は
﹃
上

官
責
任
﹄
と
い
う
原
則
が
あ

り
ま
す
。
国
家
元
首
や
重
役

な
ど
に
対
し
最
高
意
思
決
定

者
と
し
て
責
任
を
求
め
、
法

的
な
﹃
注
意
義
務
﹄
を
課
す

こ
と
で
す
。「
人
々
と
地
球
が

最
優
先
」
こ
の
意
思
決
定
を

行
う
新
た
な
る
枠
組
み
を
構

築
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で

す
。

　
〝
エ
コ
サ
イ
ド
〟
法
が
成
立

す
れ
ば
法
的
有
効
性
を
持
た

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
〝
エ
コ
サ
イ
ド
〟
法

は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
み

な
ら
ず
、
自
然
に
対
す
る
犯

罪
で
あ
り
、
将
来
世
代
に
対

す
る
犯
罪
、
究
極
的
に
は
平

和
に
対
す
る
犯
罪
な
の
で
す
。

現
在
地
球
上
に
同
じ
考
え
の

人
が
７
億
５
千
万
人
い
ま
す
。

（
東
山
）

は  

り

切
実
な
意
見
が
続
々
　

　
先
生
方
の
さ
ら
な
る
ご
協
力
を
呼
び
掛
け
ま
す

　
東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ

れ
た
国
保
と
後
期
高
齢
者
医

療
の
方
の
医
療
費
窓
口
負
担

免
除
が
本
年
12
月
末
日
を

も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
当
協
会
は
実
態
把
握

の
た
め
に
３
回
目
の
被
災
者

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
は
沿
岸
の
仮

設
住
宅
及
群
、
沿
岸
の
県
立

病
院
、
ま
た
会
員
の
先
生
方

に
は
３
枚
ず
つ
お
送
り
し
、

ご
協
力
を
呼
び
掛
け
て
お
り

ま
す
。
現
時
点
で
１
０
０
１

通
の
返
信
が
あ
り
、
切
実
な

意
見
が
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
結
果
を

も
と
に
、
国
に
対
し
て
免
除

継
続
の
要
請
を
行
っ
て
参
り

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
２
回
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
延
べ
５
６
７
４
通

も
の
返
信
を
頂
き
、
２
度
の

免
除
延
長
の
成
果
を
得
て
参

り
ま
し
た
。

　
宮
城
県
で
は
免
除
が
打
ち

切
ら
れ
、
今
年
度
か
ら
負
担

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
宮
城

県
保
険
医
協
会
の
ア
ン
ケ
ー

ト
に
は
、
打
ち
切
ら
れ
た
後

通
院
で
き
な
い
の
で
免
除
を

復
活
さ
せ
て
欲
し
い
と
い
う

意
見
が
た
く
さ
ん
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
復
興
が
進
ま
な
い
中
、
免

除
が
打
ち
切
ら
れ
れ
ば
、
こ

れ
ま
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

で
判
明
し
て
い
る
通
り
、
半

数
の
方
が
必
要
な
受
診
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
先
生
方

の
さ
ら
な
る
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
被
災
者
ハ
ガ
キ

ア
ン
ケ
ー
ト
は
ま
だ
ま
だ

在
庫
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

１
０
０
枚
単
位
で
の
お
申
し

込
み
も
可
能
で
す
。
お
申
込

み
は
、
先
月
お
送
り
し
ま
し

た
Ｆ
Ａ
Ｘ
注
文
用
紙
、
ま
た

は
当
協
会
へ
お
電
話（
０
１
９

－

６
５
１

－

７
３
４
１
）
頂

け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
ご

協
力
を
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

県
議
会
、
市
町
村
議
会
へ

請
願

　
免
除
継
続
の
訴
え
に
つ
い

て
は
、
岩
手
県
議
会
や
沿
岸

の
市
町
村
議
会
へ
の
請
願
も

取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
請

願
書
は
左
上
の
通
り
で
す
。

　
議
員
を
紹
介
し
て
頂
き
ま

し
た
先
生
方
、
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
請
願
書
を
提
出
す
る
予
定

の
議
会
は
次
の
通
り
で
す
。

（
県
議
会
、陸
前
高
田
市
議
会
、

大
船
渡
市
議
会
、
釜
石
市
議

会
、
大
槌
町
議
会
、
山
田
町

議
会
、
宮
古
市
議
会
、
岩
泉

町
議
会
、
田
野
畑
村
議
会
、

野
田
村
議
会
）

被災者の医療費窓口負担の免除継続を求める請願

　東日本大震災により被災された国保と後期高齢者医療制度の方の医療
費窓口負担の免除が本年 12 月末日で終了し、来年 1 月より通常の負担
が発生します。
　当協会が被災された方々に行ったアンケート調査では、負担が発生し
た後どうするかの問いに対し「通院回数を減らす」「通院できない」があ
わせて 43.6％に上りました。また、社保の方は 2012 年 2 月に免除に
係る国の補助が打ち切られましたが、「通院回数を減らした」「通院でき
なくなった」が 46.4％になりました。この結果から、国保や後期高齢者
医療の負担が発生すれば、社保同様の事態となることは明白です。また
アンケートの意見には「臨時雇用の給与は低く免除を続けて欲しい」「社
保・国保に関係なく長期に渡り医療費を免除して欲しい」などの切実な
声が 900 以上も寄せられました。
　県内では本年 6 月 30 日時点で 36,806 名の方が仮設住居暮らしを余
議なくされています。事業所の再開や雇用の確保も道半ばです。住宅の
高台移転もほとんど進んでいません。新たな住宅建設には費用もかかり
ます。そのような中で窓口負担が発生すれば、必要な受診が妨げられる
ことは明らかです。
　つきまして貴議会におかれましては、被災された方の健康保持のため、
下記の項目について国及び県に意見書を提出して頂きますよう請願致し
ます。

請願項目
１．国は、被災された方の医療費窓口負担免除を今後も継続し、係る費

用の全額を補助して下さい
２．国は、被災された社保の方の医療費窓口負担の免除を復活させて下

さい
３．県は、被災された方の医療費窓口負担の免除を 2014 年 1 月以降も

継続して下さい

被 災 者
アンケート

　
７
月
28
日
、
ホ
テ
ル
メ
ト

ロ
ポ
リ
タ
ン
盛
岡
で
当
会
女

く
の
デ
ー
タ
を
基
に
説
明
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
当
日
は
歯
科
医
師
の
参
加

が
多
く
、
武
部
先
生
は
増
え

続
け
る
糖
尿
病
患
者
に
お
い

て
歯
周
病
チ
ェ
ッ
ク
は
重
要

で
あ
り
、
日
常
診
療
で
生
か

せ
る
、
内
科
医
で
も
評
価
で

き
る
も
の
を
教
え
て
ほ
し
い

と
話
し
ま
し
た
。

　
交
流
会
で
は
、
糖
尿
病
を

隠
し
て
歯
科
に
か
か
る
患
者

性
部
主
催
の
「
糖
尿
病
と
歯

周
病
の
関
連
」
勉
強
会
＆
交

流
会
を
行
い
ま
し
た
。
講
師

に
岩
手
医
科
大
学
医
学
部
内

科
学
講
座
糖
尿
病
講
師
の
武

部
典
子
先
生
を
お
招
き
し
、

歯
周
病
が
全
身
に
影
響
を
与

え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
糖
尿
病

と
歯
周
病
の
相
互
作
用
を
多

冠
動
脈
硬
化
、
イ
ン
ス
リ
ン
抵
抗
性
と
関
連
の
可
能
性

勉強会のようす

歯
周
疾
患

さ
ん
へ
の
対
応

の
仕
方
や
教
師

が
多
忙
で
異

常
が
あ
っ
て
も

病
院
に
行
く
時

間
が
な
く
病
気

や
ス
ト
レ
ス
を

抱
え
て
い
る
現

状
、
さ
ん
さ
踊

り
の
話
な
ど
幅

広
い
話
題
で
時

間
が
経
つ
の
も

忘
れ
て
交
流
し

ま
し
た
。
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保
団
連
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て

　

７
月
21
日
、
青
森
の
ベ

ス
ト
ウ
ェ
ス
タ
ン
ホ
テ
ル

ニ
ュ
ー
シ
テ
ィ
弘
前
で
第

１
１
１
回
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
会

議
が
行
わ
れ
、
当
会
か
ら
小

山
田
、
南
部
各
副
会
長
、
佐

藤
常
任
理
事
、
畠
山
事
務
局

長
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
当
会
の
小
山
田
副
会
長（
保

団
連
理
事
）
よ
り
、
情
勢
と

活
動
報
告
が
あ
り
、
参
議
院

選
挙
当
日
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、
自
民
党
が
過

半
数
を
取
得
す
る
こ
と
で
、

経
済
政
策
の
名
の
も
と
に
、

高
齢
者
や
軽
度
の
介
護
保
険

受
給
者
の
自
己
負
担
増
や
年

金
給
付
削
減
な
ど
の
社
会
保

障
費
抑
制
政
策
が
加
速
す
る

と
し
て
、
従
来
の
待
合
室
か

ら
の
運
動
の
他
、
会
員
へ
の

情
報
提
供
と
運
動
参
加
を
拡

げ
る
活
動
を
呼
び
か
け
ま
し

た
。

　
宇
佐
美
保
団
連
副
会
長
か

ら
は
、
日
本
医
療
政
策
機
構

が
行
っ
た
「
日
本
の
医
療
に

関
す
る
世
論
調
査
」
に
つ
い

て
報
告
が
あ
り
、
国
民
の

71
％
が
「
社
会
保
障
と
税
の

一
体
改
革
」
の
内
容
に
つ
い

て
「
知
ら
な
い
」、「
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
知
ら
な
い
」
と

回
答
し
て
い
る
こ
と
、「
生
活

習
慣
病
の
医
療
費
」
の
自
己

負
担
割
合
を
増
や
す
べ
き
だ

と
の
回
答
が
61
％
と
な
っ
て

お
り
、
国
民
へ
の
情
報
提
供

の
不
足
の
反
省
と
、
改
め
て

国
民
に
運
動
が
浸
透
し
て
い

く
取
り
組
み
の
強
化
の
訴
え

が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
情
勢
と
運
動
課
題

の
協
議
の
中
で
、
佐
藤
常
任

理
事
よ
り
、
福
島
の
み
な
ら

ず
東
日
本
に
拡
が
っ
て
い
る

低
線
量
被
曝
に
つ
い
て
、
保

団
連
で
運
動
を
強
化
す
る
よ

う
求
め
る
発
言
が
あ
り
、
保

団
連
側
よ
り
、
取
り
組
み
の

優
先
順
位
の
強
化
と
具
体
的

項
目
を
挙
げ
て
い
く
主
旨
の

回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
宮
城
で
３
月
末
で

被
災
者
の
一
部
負
担
金
の
免

除
措
置
が
打
ち
切
ら
れ
た
こ

と
を
受
け
、
免
除
措
置
の
復

活
と
、
国
に
10
割
の
財
政
支

援
を
求
め
る
決
議
を
あ
げ（
４

面
に
掲
載
）、
保
団
連
中
央
要

請
行
動
な
ど
で
活
用
し
て
い

く
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

去
る
７
月
６
日
、
７
日
、

東
京
で
開
催
さ
れ
た
夏
季
セ

ミ
ナ
ー
に
参
加
し
ま
し
た
。

１
日
目
は
武
村
副
会
長
に
よ

る
基
調
提
案
「
阿
倍
政
権
で

医
療
は
ど
う
な
る
の
か
？
」、

経
済
評
論
家
、
内
橋
克
人
氏

に
よ
る
記
念
講
演
。
２
日
目

午
前
は
３
つ
の
講
座
（
テ
ー

マ
は
社
会
保
障
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、

平
和
憲
法
）
と
医
科
、
歯
科

の
分
科
会
。
午
後
は
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で

経
済
再
生
は
可
能
か
？
」
と

盛
り
沢
山
の
内
容
で
し
た
。

内
橋
さ
ん
は
高
齢
に
も
関
わ

ら
ず
パ
ワ
ー
あ
ふ
れ
る
講
演

で
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
問
題

点
を
糾
し
つ
つ
、
国
民
に
必

要
な
情
報
を
報
道
し
な
い
マ

ス
コ
ミ
の
態
度
も
厳
し
く
批

判
し
ま
し
た
。
２
日
目
は「
Ｔ

Ｐ
Ｐ
と
日
本
」
の
講
座
に
参

加
し
ま
し
た
。
講
師
は
ア
ジ

ア
太
平
洋
資
料
セ
ン
タ
ー
事

務
局
長
の
内
田
聖
子
氏
。
彼

女
は
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
シ
チ
ズ

ン
」
の
一
員
と
し
て
、
こ
の

間
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
の
場
に
も

利
害
当
事
者
の
立
場
で
参
加

し
た
経
験
か
ら
、
交
渉
の
現

状
は
も
と
よ
り
、
豊
富
な
資

料
を
用
い
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
中

味
と
危
険
性
を
明
ら
か
に
し
、

反
対
運
動
の
展
望
に
つ
い
て

も
ふ
れ
ま
し
た
。
参
議
院
選

直
前
で
も
あ
り
、
情
勢
や
今

後
の
課
題
を
学
ぼ
う
と
い
う

活
気
あ
ふ
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
で

し
た
。

（
小
野
寺
け
い
子
）

し
た
。

　
ま
た
自
民
党
の
９
条
改
憲

案
に
つ
い
て
、「
国
民
の
徴
兵

と
い
う
よ
り
も
、
医
師
や
看

護
師
の
徴
用
こ
そ
が
怖
い
」

と
指
摘
し
ま
し
た
。

　
質
疑
で
は
、「
患
者
さ
ん
に

憲
法
９
条
を
守
ろ
う
と
訴
え

て
い
る
が
、
領
土
問
題
な
ど

で
軍
備
が
必
要
だ
と
す
る
患

者
さ
ん
も
い
る
。
ど
の
よ
う

に
話
せ
ば
良
い
か
」
と
の
質

問
に
対
し
て
、
小
沢
教
授
は

「
憲
法
９
条
を
変
え
た
ら
、
日

本
へ
の
態
度
を
さ
ら
に
硬
化

さ
せ
、
ま
す
ま
す
軍
備
を
増

強
さ
せ
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
伝
え
て
み
て
は

ど
う
か
」
と
答
え
ま
し
た
。

（
事
務
局
）

Ｔ
Ｐ
Ｐ
署
名
に
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　
６
月
24
日
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
登
録
を
し
て
い
る
会
員
の
先
生
宛
て
に
「
国
民
皆

保
険
制
度
を
崩
壊
さ
せ
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
参
加
断
念
を
求
め
る
要
請
書
」
の

署
名
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
願
い
し
ま
し
た
。
53
名
の
先
生
か
ら
ご
協
力
い
た
だ

き
、
保
団
連
を
通
じ
て
政
府
に
要
請
い
た
し
ま
し
た
の
で
ご
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。
ご
協
力
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
当
会
で
は
７
月
18
日
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
内
閣
府
に
提
出
し
ま
し
た
。（
左
記
参
照
）

私
の
一
言
（
抜
粋
）

・ 

公
的
保
険
制
度
が
影
響
を
受
け
、
保
険
適
用
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
、
国

民
皆
保
険
が
縮
小
し
か
ね
ら
れ
ま
せ
ん
！

・ 

国
民
の
為
の
医
療
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
な
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
反
対
し
ま
す

・ 

国
防
と
政
府
は
言
い
ま
す
が
、
農
産
物
を
は
じ
め
食
糧
の
自
給
率
を
高

め
る
こ
と
は
最
も
重
要
な
国
防
で
す
。
格
差
が
広
が
る
中
で
国
民
皆
保

険
制
度
を
守
る
こ
と
は
国
民
の
命
を
守
る
こ
と
で
す

・ 

医
療
の
営
利
化
、
市
場
化
に
は
反
対

・ 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
す
る
勉
強
を
日
本
全
体
で
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
中
で

参
加
に
は
反
対
で
あ
る

・ 

日
本
国
中
ど
こ
で
も
保
険
証
一
枚
持
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
程
の
費
用
負

担
な
く
診
て
も
ら
え
る
。
こ
の
安
心
感
は
何
も
の
に
も
代
え
が
た
い

・ 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
一
度
参
加
す
る
と
、
こ
れ
を
止
め
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可

能
で
す

TPP 意見（内閣府へのパブリックコメント）
岩手県保険医協会

（対象分野）医療
　当協会は TPP 参加には反対である。交渉において、下記の懸念が払拭され
ない場合は、速やかに交渉を打ち切るよう強く要望する。

①　皆保険制度が崩壊する
　　アメリカの保険会社が参入すれば、公的保険の範囲が縮小する。また、

アメリカの保険会社が日本の皆保険制度が営業の妨げになっているとし訴
訟を起こした場合、制度や法律を変えなければならなくなる。以上の点から、
皆保険制度が崩壊する恐れがある。

②　株式会社による病院参入が行われる
　　アメリカでは株式会社による営利病院の経営が認められている。日本が

TPP に参加すればアメリカは日本にも株式会社による営利病院の参入を迫
る恐れがある。

③　薬の安全性が損なわれる
　　日本は現在、安全性や副作用などを検証した上で薬の保険適用を決めて

いるが、その期間は販売が制限されるため、アメリカの製薬会社は日本政
府に対してその間の損害賠償請求を行う可能性があり、安全性が確保され
ないまま薬が市場に出回る可能性がある。

④　薬代が高くなる
　　日本の薬価は政府が決めているが、TPP に参加すればアメリカの製薬会

社は日本政府に薬価を規制させないようにする可能性があり、日本の1.3倍
（平均）するアメリカの薬を買わされる恐れがある。

　例）タケプロン30㎎（抗潰瘍剤） 日本 178円 アメリカ 395円
　　　ノルバスク5㎎（降圧剤） 日本 164円 アメリカ 144円
　　　メバロチン10㎎（コレステロール低下剤）
  日本 110円 アメリカ 270円
⑤　ジェネリック医薬品が使用できなくなる
　　アメリカはジェネリックの普及による新薬市場の縮小を懸念して、知的

財産権保護の強化を要求してきている。TPP に参加すればさらに、特許へ
の異議申し立ての手続きを困難にする、知的財産権侵害の「疑い」だけでジェ
ネリックの貨物を差し押さえる、実験データの独占を強化する、特許期間
を延長することなどを強行し、ジェネリックの使用を阻む恐れがある。

⑥　健康被害が拡大する
　　食品添加物やポストハーベストの基準が緩和され、遺伝子組み換え食品

が流入し、日本人の健康被害が拡大させられる懸念がある。

　以上のことから、日本国憲法25条の生存権が脅かされ、社会保障が大きく
後退させられる TPP 参加には断固反対である。

社
会
保
障
費
抑
制
へ
ど
う
対
応
す
る
か

第
１
１
１
回
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
会
議

　
講
師
の
東
京
慈
恵
会
医
科

大
学
の
小
沢
隆
一
教
授
（
憲

法
学
）
は
、
安
倍
首
相
が
主

張
す
る
憲
法
96
条
の
改
定
に

つ
い
て
、「
自
民
党
は
今
回
の

参
議
院
選
挙
の
公
約
に
出
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
国

民
の
声
や
９
条
改
憲
を
主
張

す
る
学
者
か
ら
も
96
条
改
定

へ
の
異
論
が
相
次
い
だ
た
め

で
あ
る
」
と
述
べ
ま
し
た
。

安
倍
首
相
が
日
本
は
改
憲
の

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
主
張
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
の
方

が
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。
改
憲

に
は
上
下
院
の
議
員
の
そ
れ

ぞ
れ
３
分
の
２
以
上
、
次
に

州
議
員
の
４
分
の
３
以
上
の

議
決
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

し
憲
法
は
変
え
ら
れ
て
い
る
。

要
は
憲
法
を
変
え
る
た
め
の

合
意
形
成
の
努
力
が
足
り
な

い
だ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
ま

９
条
改
憲
で
医
師
と
看
護
師
が

　
　
　
　
　
　
　
　
徴
用
さ
れ
る
？

講
座
３
「
９
条
改
憲
と
平
和
、
社
会
保
障
」
に
参
加
し
て

会議のようす

ＴＰＰについて講演するアジア太平洋
資料センター事務局長の内田聖子氏

記念講演講師の
内橋克人氏
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８
月
、
当
会
で
各
自
治
体

に
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に

つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

33
市
町
村
中
、
県
基
準
よ
り

拡
大
し
て
い
る
自
治
体
は
31

あ
り
、
小
学
校
６
年
生
ま
で
、

通
院
・
入
院
と
も
自
己
負
担
・

所
得
制
限
が
な
い
自
治
体
は

宮
古
市
、
一
関
市
、
雫
石
町
、

葛
巻
町
（
中
３
ま
で
）、
住
田

町
（
中
３
ま
で
）、
田
野
畑
村

（
中
３
ま
で
）、
普
代
村
（
高

３
ま
で
）、
軽
米
町
（
中
３
ま

で
）、
九
戸
村
（
中
３
ま
で
）

の
９
市
町
村
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

い
る
市
民
の
声
と
し
て
、「
対

象
を
小
学
生
ま
で
に
し
て
ほ

し
い
」「
現
物
給
付
化
、
所

得
制
限
の
緩
和
、
対
象
年
齢

の
引
き
上
げ
」
な
ど
が
あ
り
、

そ
れ
に
応
え
る
自
治
体
が
増

え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
平
泉
町
も
中
学
生
の
自

己
負
担
及
び
所
得
制
限
の
撤

廃
を
予
定
し
て
い
ま
す
。　

　
岩
手
県
で
は
対
象
が
就
学

前
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
山

形
県
で
は
小
学
校
６
年
生
ま

で
、
東
京
都
や
群
馬
県
で
は

中
学
校
３
年
生
ま
で
が
対
象

と
な
っ
て
い
ま
す
。
県
内
各

自
治
体
で
の
拡
大
が
広
が
り

を
見
せ
て
い
ま
す
。
県
と
し

て
も
助
成
を
拡
大
す
る
べ
き

で
す
。

町村名 変　更　前 現　　　在

葛 巻 町
中学校 3 年生までの自己負
担通院月 500 円、入院１
日 500 円を月 5 日まで

自己負担・所得制限なし

滝 沢 村 就学前まで所得制限あり 所得制限なし

金ケ崎町 対　象：小学校 6 年生まで 中学校 3 年生まで

野 田 村 対　象：中学校 3 年生まで 高校 3 年生まで

さらに、以下の 3 市では 10 月から拡大する予定となっています。

市　名 変　更　前 変　更　後

大船渡市 対　象：就学前まで 小学校 6 年生まで
（所得制限あり）

花 巻 市 対　象：就学前まで 小学校 6 年生まで
（自己負担は県基準）

釜 石 市 就学前：所得制限あり
対　象：就学前まで

就学前：所得制限なし
対　象：小学校 6 年生まで
　　　　（所得制限あり）

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
・
拡
大
自
治
体
広
が
る

４
町
村
で
８
月
か
ら
拡
大
、
３
市
で
10
月
か
ら
拡
大
予
定

子どもの医療費助成制度の実施状況
（2013 年８月現在・岩手県保険医協会調査）

市町村名 通　　　　院 入　　　　院
10 岩 手 県 義務教育就学前（1,500 円） 義務教育就学前（5,000 円）

11 盛 岡 市 就学前
（所得制限なし、自己負担 750 円）

就学前
（所得制限なし、自己負担 2,500 円）

12 宮 古 市 小学 6 年まで 小学 6 年まで
13 大船渡市 就学前 就学前

14 花 巻 市

就学前
（1レセプトあたり自己負担500円、
調剤は自己負担なし、3 歳未満は自
己負担、所得制限なし）

就学前
（1レセプトあたり自己負担500円、
3 歳未満は自己負担、所得制限なし）

15 北 上 市 就学前
（自己負担 1,500 円）

就学前
（自己負担 5,000 円）

16 久 慈 市
小学 6 年まで

（小学生の自己負担は負担額 2 分の
1、乳幼児はなし）

小学 6 年まで
（小学生の自己負担は負担額 2 分の
1、乳幼児はなし）

17 遠 野 市

中学 3 年まで
（3 歳まで自己負担なし、3 歳以上
の乳幼児は 750 円、小・中学生は
半額）

中学 3 年まで
（3 歳まで自己負担なし、3 歳以上
の乳幼児は 2,500 円、小・中学生
は半額）

18 一 関 市 小学 6 年まで 小学 6 年まで
19 陸前高田市 小学 6 年まで 小学 6 年まで
10 釜 石 市 就学前　（自己負担 1,500 円） 就学前　（自己負担 5,000 円）
11 二 戸 市 就学前 就学前
12 八幡平市 小学 6 年まで 小学 6 年まで

13 奥 州 市

小学 6 年まで　
（未就学児は自己負担なし、小学生
は保険診療に係る一部負担相当額の
うち付加給付及び高額療養費を除い
た額の 2 分の 1 を助成）

小学 6 年まで
（未就学児は自己負担なし、小学生
は保険診療に係る一部負担相当額の
うち付加給付及び高額療養費を除い
た額の 2 分の 1 を助成）

14 雫 石 町 中学 3 年まで 中学 3 年まで
15 葛 巻 町 中学 3 年まで 中学 3 年まで

16 岩 手 町

中学 3 年まで
（自己負担 1,500 円、所得制限なし、
3 歳未満と住民税非課税世帯は自己
負担、所得制限なし）

中学 3 年まで
（自己負担 5,000 円、3 歳未満と住
民税非課税世帯は自己負担、所得制
限なし）

17 滝 沢 村

就学前
（所得制限なし、自己負担 750 円、
3 歳未満及び住民税非課税世帯は負
担なし）

就学前
（所得制限なし、自己負担 2,500 円、
3 歳未満及び住民税非課税世帯は負
担なし）

18 紫 波 町

小学１年生まで
（所得制限なし、自己負担 1,500 円、
3 歳未満と町民税非課税世帯は自己
負担、所得制限なし）

小学 1 年生まで
（所得制限なし、自己負担 5,000 円、
3 歳未満と町民税非課税世帯は自己
負担、所得制限なし）

19 矢 巾 町 就学前
（自己負担 750 円、所得制限なし）

就学前
（自己負担 2,500 円、所得制限なし）

20 西和賀町
就学前

（３歳以上の課税世帯で自己負担
1,500 円）

就学前
（3 歳以上の課税世帯で自己負担
1,500 円）

21 金ケ崎町
中学 3 年まで

（所得制限なし、自己負担 1,500 円、
3 歳未満は自己負担、所得制限なし）

中学 3 年まで
（所得制限なし、自己負担 5,000 円、
3 歳未満は自己負担、所得制限なし）

22 平 泉 町

中学 3 年まで
（自己負担 1,500 円、小 6 まで及び
監護者が市町村民税非課税者である
場合は自己負担、所得制限なし）

中学 3 年まで
（自己負担 5,000 円、小 6 まで及び
監護者が市町村民税非課税者である
場合は自己負担、所得制限なし）

23 住 田 町 中学 3 年まで
中学 3 年まで

（食事療養・生活療養標準負担分を
控除）

24 大 槌 町

中学 3 年まで
（所得制限なし、自己負担 1,500 円、
監護者が市町村民税非課税の場合は
自己負担なし）

中学 3 年まで
（所得制限なし、自己負担 5,000 円、
監護者が市町村民税非課税の場合は
自己負担なし）

25 山 田 町

就学前
（所得制限なし、自己負担 750 円、
3 歳未満と受給者並びに監護者が市
町村民税非課税の場合は自己負担な
し）

就学前
（所得制限なし、自己負担 2,500 円、
3 歳未満と受給者並びに監護者が市
町村民税非課税の場合は自己負担な
し）

26 岩 泉 町
就学前

（所得制限なし、自己負担 1,500 円、
3 歳未満は自己負担なし）

就学前
（所得制限なし、自己負担 5,000 円、
3 歳未満は自己負担なし）

27 田野畑村 中学 3 年まで 中学 3 年まで
28 普 代 村 高校 3 年まで 高校 3 年まで
29 軽 米 町 中学 3 年まで　 中学 3 年まで　
30 野 田 村 高校 3 年まで 高校 3 年まで
31 九 戸 村 中学 3 年まで 中学 3 年まで
32 洋 野 町 就学前 就学前

33 一 戸 町
高校 3 年まで

（自己負担 500 円、3 歳未満は自己
負担なし）

高校 3 年まで
（自己負担 2,500 円、３歳未満は自
己負担なし）

※岩手県制度は通院・入院で義務教育就学前まで（所得制限あり、医療機関ごと・レセプト 1
月あたり通院 1,500 円、入院 5,000 円の自己負担、3 歳未満と非課税世帯は自己負担なし）

※特に断りのない場合は、所得制限あり、自己負担なしで実施している。
※市町村名が 白抜き：通院・入院とも小学校卒業まで自己負担・所得制限なしで実施（9

市町村）

　
８
月
22
日
、
都
南
公
民
館

で
学
校
生
協
か
ら
の
依
頼
で

く
ろ
だ
脳
神
経
・
頭
痛
ク
リ

ニ
ッ
ク
院
長
の
黒
田
清
司
先

生
を
講
師
と
し
て
派
遣
し
、

「
認
知
症
の
気
付
き
と
対
処
の

仕
方
」
に
つ
い
て
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
対
象
は
退
職
し
た
教
職
員

の
方
々
45
名
で
、
黒
田
先
生

の
お
話
を
う
な
ず
き
な
が
ら

聞
い
て
い
ま
し
た
。

　
黒
田
先
生
は
わ
か
り
や
す

く
認
知
症
と
も
の
忘
れ
の
違

い
に
つ
い
て
説
明
し
、
家
族

が
同
席
し
て
い
る
と
聞
か
れ

進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
薬

で
で
き
る
の
で
早
め
の
対
応

が
大
事
だ
と
し
ま
し
た
。
今

後
、
高
齢
者
が
増
え
る
中
で

認
知
症
治
療
は
患
者
さ
ん
や

家
族
、
医
療
機
関
だ
け
で
な

く
地
域
み
ん
な
で
行
う
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
許
容
で
き

る
地
域
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
結
び
ま
し
た
。

そ
れ
っ
て
単
な
る「
も
の
忘
れ
」？勉強会のようす

講師の黒田清司先生

市
民
向
け
健
康
教
室
開
催

　
ま
た
、
８
月
か
ら
助
成
を

拡
大
す
る
町
村
は
表
１
の
通

り
で
す
。

　
各
自
治
体
に
寄
せ
ら
れ
て

表１　８月から拡大

中長期の貯蓄と老後の資金に
　保険医年金
申込取扱期間	 9月１日～10月25日
加　入　日	 2014年１月１日

病気やケガでの休業のとき安心
　休業保障
申込取扱期間	 8月１日～９月20日
加　入　日	 2013年12月１日

※詳細は同封の折り込みチラシをご覧ください

2012年度実績

1.390％
予定利率	 1.259％
昨年度配当	 0.131%

加入受け付け開始！る
た
び
に
家
族
の
方
を
向
く

な
ど
、
認
知
症
と
思
わ
れ
る

行
動
や
ポ
イ
ン
ト
、
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
型
と
脳
血
管
性
認

知
症
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て

お
話
し
ま
し
た
。
も
の
忘
れ

の
進
行
予
防
に
は
楽
し
い
こ

と
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
、

そ
し
て
、
認
知
症
は
完
全
に

治
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、



2013年９月５日 「第三種郵便物認可」 岩 手 県 保 険 医 新 聞 第 444 号   (4)

■　協会ホームページでも情報発信していますので、ぜひご覧下さい。http://www.i-hoken-i.org またはインターネットで「岩手県保険医協会」で検索してください。

東日本大震災被災者の医療費窓口負担金免除継続等を求める決議

東日本大震災から２年５ケ月が経とうとしているにもかかわらず、被災者の
雇用や生活再建は遅々として進んでいない。被災者に継続されてきた国民健康
保険と後期高齢者医療の医療費一部負担金の免除措置は、宮城県においては3 
月31 日で打ち切られ、4 月1 日から有料化された。岩手県、福島県は一部継
続しているものの期限が設けられ、被災地の健康への不安は極度に高まってい
る。

宮城県において仮設住宅居住者にアンケートを実施したところ、4 月から免
除が終了した患者さんで、「受診回数を減らした」「受診する科を減らした」「受
診をやめた」との回答が４割を超え、その理由として一部負担金が増えたから
が９割以上にのぼっている。また、被災県の対応相違により被災者間の格差が
生まれ、「なぜ宮城県の被災者だけ免除されないのか」との声があふれている。
長期の劣悪な生活環境による心身の悪化は日々深刻化しており、一部負担金免
除継続は被災者の心からの願いである。よって当連絡会は、被災者の生活再建
の目途が立つまで、以下の事項を強く要望する。

１．加入する保険の種類に関わらず医療費窓口負担金の免除措置を国の全額負
担で遡及して復活すること。

２．宮城県においては、国の措置を待たず早急に免除を実施すること。

以上、決議する。

　　2013 年７月21 日
東 北 保 険 医 団 体 連 絡 会 　 　 　 　 　 　 　 　

青森県保険医協会　会　長　大　竹　　　進　
岩手県保険医協会　会　長　箱　石　勝　見　
秋田県保険医協会　会　長　三　浦　利　治　
宮城県保険医協会　理事長　北　村　龍　男　
山形県保険医協会　理事長　國　井　兵太郎　
福島県保険医協会　理事長　酒　井　　　学　

　
東
日
本
大
震
災
で
全
壊
し

た「
こ
ん
の
直
売
セ
ン
タ
ー
」

が
、
今
年
４
月
に
再
建
さ

れ
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞

き
、
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
て
み

ま
し
た
。
ア
ッ
プ
ル
ロ
ー
ド

を
小
友
町
方
面
に
向
か
っ
て

車
を
走
ら
せ
て
い
る
と
、
ほ

ど
な
く
右
手
に
茶
色
の
建
物

と
店
の
看
板
が
見
え
て
き
ま

し
た
。
駐
車
場
に
は
多
く
の

車
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
空

き
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
い

つ
つ
入

店
。
幸

い
に
も

カ
ウ
ン

タ
ー
席

が
空
い

て
い
た
た
め
腰
を
お
ろ
し
、

時
計
を
見
る
と
午
後
２
時
を

回
っ
て
い
ま
し
た
。

　
メ
ニ
ュ
ー
は
震
災
前
と
若

干
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、

名
物
の
磯
ラ
ー
メ
ン
は
健
在

で
し
た
の
で
、そ
れ
を
注
文
。

大
き
な
ホ
タ
テ
は
相
変
わ
ら

ず
で
、
ワ
カ
メ
、
マ
ツ
モ
、

ふ
の
り
が
ふ
ん
だ
ん
に
乗
っ

て
お
り
、
味
も
変
わ
ら
ず
嬉

し
く
な
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
お
客
さ
ん

の
絶
え
な
い
こ
と
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
し
ょ
う
か
、
大
学

生
ら
し
き
若
者
が
10
名
ほ
ど

入
店
し
、
彼
ら
彼
女
た
ち
の

屈
託
の
な
い
お
し
ゃ
べ
り
と

笑
い
声
で
店
内
は
一
層
賑
や

味 

処

205

こ
ん
の
直
売
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　 

　
　
陸
前
高
田
市

陸
前
高
田
市

　
米
崎
町
字
道
の
上
75

－

１

℡ 

０
１
９
２
（
５
４
）
３
５
７
１

定
休
日
　
水
曜

営
業
時
間

昼
の
部
　
11
：
00
～
15
：
00

夜
の
部
　
17
：
00
～
19
：
00

か
に
な
り
ま
し
た
。

　
か
つ
て
の
市
街
地
は
工
事

車
両
が
行
き
交
う
の
み
で
、

人
一
人
歩
い
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
「
こ
ん
ち
ょ
く
」
再

建
と
店
の
賑
わ
い
に
触
れ
、

復
興
の
芽
は
少
し
ず
つ
で
す

が
着
実
に
育
っ
て
い
る
こ
と

を
感
じ
ま
し
た
。

　
陸
前
高
田
市
の
一
日
も
早

い
復
興
を
祈
り
つ
つ
、
店
を

後
に
し
ま
し
た
。

２面関連資料

︻
日
　
時
︼

　
　
２
０
１
３
年

　
　
　
　
７
月
16
日
㈫

　
　
19
：
00
～
20
：
00

︻
場
　
所
︼

　
　
盛
岡
フ
コ
ク
生
命
ビ
ル

会
議
室

︻
出
席
者
︼
役
員
、
事
務
局

併
せ
て
15
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
１
、 

東
京
協
会
の
創
立

50
周
年
企
画
の
発
言
者

と
し
て
、
小
野
寺
常
任

理
事
を
派
遣
す
る
こ
と

が
承
認
さ
れ
た

　
２
、 

内
閣
官
房
に
よ
る

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に

係
る
意
見
募
集
」
の
対

応
と
し
て
、
提
案
文
書

に
一
部
加
筆
し
た
も
の

を
提
出
す
る
こ
と
を
決

定
し
た

理
事
会
だ
よ
り 

７
月

基
金
　
病
名
漏
れ
の
レ
セ
　

　
再
審
査
請
求
が
可
能
に

　
こ
れ
ま
で
病
名
漏
れ
の
レ

セ
プ
ト
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
は
減
点
さ
れ
、
復
活
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
病
名
漏
れ
に
気

付
い
た
時
点
で
「
取
り
下
げ

願
い
」
で
の
対
応
し
か
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
し
か
し
こ
の
度
、
支
払
基

金
岩
手
支
部
で
は
病
名
漏
れ

で
減
点
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
に

つ
い
て
、
再
審
査
請
求
を
受

け
付
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

た
だ
し
、
復
活
す
る
か
ど
う

か
は
審
査
委
員
の
判
断
に
な

り
ま
す
。

　
病
名
漏
れ
で
減
点
さ
れ
た

再
審
査
請
求
の
方
法
は
、
全

国
保
険
医
新
聞
７
月
15
・
25

日
号
に
記
載
さ
れ
て
い
る
通

り
で
す
が
、
次
の
点
と
な

り
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ

い
。

・ 

「
客
観
的
な
検
査
デ
ー
タ

等
」
を
再
審
査
請
求
書
に

添
付
、
ま
た
は
記
載
し
て

提
出
す
る

・ 

要
は
、
再
審
査
を
行
う
審

査
委
員
が
、
添
付
し
た
資

料
に
基
づ
い
て
病
態
等
が

確
認
で
き
れ
ば
よ
い

　
な
お
、
国
保
連
で
は
病
名

漏
れ
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
減
点

に
つ
い
て
、
再
審
査
請
求
を

行
っ
て
も
復
活
を
認
め
て
い

ま
せ
ん
。
こ
の
件
に
つ
い
て

は
、
今
後
改
善
要
求
等
を
検

討
し
て
参
り
ま
す
。

社 保 だ よ り

点数Ｑ＆Ａ
－請求等のご質問について
　調べてお答えしております－

在
宅
医
療

Ｑ
１　
在
宅
自
己
注
射
指
導

管
理
料
に
つ
い
て
。
例
え

ば
、
７
月
２
日
に
薬
剤
は

ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
指

導
だ
け
行
う
。
７
月
29
日

に
キ
ッ
ト
を
渡
す
。
こ
の

場
合
、
７
月
２
日
に
管
理

料
算
定
、
７
月
29
日
に
薬

剤
料
と
注
入
器
用
注
射
針

加
算
の
算
定
は
可
能
か
。

Ａ
１　
同
月
の
事
例
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
ど
ち
ら
も

算
定
可
能
で
す
。（
国
保

連
よ
り
）。

Ｑ
２　
訪
問
看
護
指
示
書
に

つ
い
て
。
こ
れ
は
ど
の
点

数
で
算
定
す
れ
ば
よ
い
の

か
。

Ａ
２
　
Ｃ
０
０
７
訪
問
看
護

指
示
料
（
月
１
回
）
３
０
０

点
で
算
定
し
ま
す
。

医
学
管
理

Ｑ　
診
療
情
報
提
供
料
の
認

知
症
専
門
医
療
機
関
連
携

加
算
に
つ
い
て
。
算
定
要

件
に
あ
る
「
認
知
症
疾
患

医
療
セ
ン
タ
ー
」
は
県
内

の
場
合
、ど
こ
に
な
る
の
か
。

Ａ　
岩
手
医
大
付
属
病
院
で

す
。
県
内
は
こ
の
一
か
所

の
み
で
す
。（
県
よ
り
）

検
　
査

Ｑ　

生
化
学
的
検
査
（
Ⅰ
）

の
血
液
化
学
検
査
の
グ
ル

コ
ー
ス
11
点
に
つ
い
て
は

自
院
で
検
査
し
、
γ
・
Ｇ

Ｔ
等
11
点
に
つ
い
て
は
検

査
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
た
。

こ
の
と
き
の
検
査
実
施
料

に
つ
い
て
、
自
院
で
の
検
査

分
11
点
と
検
査
セ
ン
タ
ー

委
託
分
11
点
を
そ
れ
ぞ
れ

算
定
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

Ａ　
可
能
で
す
。
通
知
に
は

そ
れ
ぞ
れ
算
定
で
き
な
い

旨
の
記
載
は
あ
り
ま
せ

ん
。（
東
北
厚
生
局
岩
手

事
務
所
よ
り
）

入
　
院

Ｑ　
入
院
期
間
の
考
え
方
に

つ
い
て
。
次
の
場
合
、
③

６
月
26
日
の
入
院
の
起
算

日
は
①
～
③
の
い
つ
に
な

る
の
か
。
①
６
月
６
日
に

一
般
病
棟
に
入
院　
②
６

月
16
日
に
医
療
療
養
病
棟

に
入
院　
③
６
月
26
日
に

急
性
増
悪
に
よ
り
一
般
病

棟
へ
転
棟

Ａ　

こ
の
場
合
、
①
か
ら
③

ま
で
通
算
さ
れ
る
の
で
、

①
６
月
６
日
の
入
院
が
起

算
日
に
な
り
ま
す
。

明
細
書

Ｑ　
国
保
の
方
で
、
月
の
途
中

で
名
字
が
変
わ
っ
た
。
番

号
や
記
号
は
変
わ
ら
な
い

が
、
旧
姓
と
現
在
の
姓
の

分
と
一
枚
ず
つ
計
２
枚
作

成
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
。

Ａ　

１
枚
で
宜
し
い
で
す
。

姓
は
変
更
後
の
姓
に
し
て

下
さ
い
。（
国
保
連
よ
り
）

名物の磯ラーメン
（580 円）

　
医
科
の
診
療
報
酬
に
つ
い

て
、
他
院
に
入
院
し
、
退
院

後
１
カ
月
以
内
に
再
診
で
外

来
受
診
し
た
患
者
に
対
す
る

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
の
算

定
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
件

に
つ
い
て
、
当
協
会
は
岩
手

の
国
保
連
に
対
し
改
善
を
求

め
る
要
請
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
保

団
連
な
ど
も
厚
生
労
働
省
や

中
医
協
、
基
金
本
部
、
国
保

中
央
会
な
ど
に
改
善
の
申
し

入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
診
療
報
酬
の
不
合
理
項
目

の
一
つ
で
あ
り
、
道
理
あ
る

運
用
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

要
請
事
項

　

他
院
退
院
後
１
カ
月

以
内
の
特
定
療
養
疾
患

管
理
料
の
算
定
を
認
め

て
下
さ
い
。

　
国
保
連
へ
要
請
　

　
　
　
　
　
道
理
あ
る
運
用
求
め


